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『指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション』 

                          サービス利用契約書 

～グリーンリーフ高倉～ 

          様（以下「甲」という）と事業者 医療法人三友会(以下「乙」という)は、甲が、

介護老人保健施設グリーンリーフ高倉(以下「本施設」という)の通所リハビリテーションサービス・介

護予防通所リハビリテーションサービス（以下、「指定居宅サービス」という）を受け、それに対する

利用料金を支払うことについて、次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結します。 

 

第１条（契約の目的） 

1. 乙は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて可能な限り自立し

た日常生活を営むことができるよう、指定居宅サービスを提供し、甲の心身の機能の維持回復を図りま

す。 

2. 乙は、指定居宅サービスの提供にあたっては、甲の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認

定審査会意見に従います。 

第２条（契約期間） 

1. この契約書の契約期間は、令和   年   月   日から、甲が要介護状態区分の認定を受け、要

介護認定有効期間の満了日までとします。但し、上記の契約期間満了日前に、甲が要介護状態区分の変

更の認定を受けた場合、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。 

2. 前項の契約期間の満了日の 7 日前までに甲から更新拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一の内

容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。 

3. 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の要

介護認定有効期間の満了日までとします。 

第３条（運営規程の概要） 

1. 乙の運営規程の概要（事業の目的、職員の体制、サービスの内容等）、職員の勤務の体制等は、別紙重要

事項説明書に記載したとおりです。 

第４条（指定居宅サービス計画の作成・変更） 

1. 乙は、甲が相当期間以上継続して利用する場合には、甲の心身の状況及び病状、置かれている環境等の

評価並びに医師の診断に基づき、サービス提供の開始前から終了までの甲が利用するサービスの継続性

に配慮して、速やかに指定居宅サービス計画を作成します。 

2. 指定居宅サービス計画には、本施設で提供するサービスの目標や目標達成のための具体的なサービスの

内容等を記載します。 

3. 指定居宅サービス計画は、居宅介護支援計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。 

4. 乙は、次のいずれかに該当する場合には、第１条に規定する指定居宅サービスの目的に従い、指定居宅

サービス計画の変更を行います。 

① 甲の心身の状況等の変化により、当該指定居宅サービス計画を変更する必要がある場合 

② 甲が指定居宅サービス計画の変更を希望する場合 

5. 乙は、前項に定める指定居宅サービス計画の変更を行う場合には、甲及びその家族、身元保証人又は後

見人に対し説明し、その同意を得るものとします。 

第５条（指定居宅サービスの内容及びその提供） 

1. 乙は、前条により作成された指定居宅サービス計画に基づき、甲に対し指定居宅サービスを提供しま

す。各種指定居宅サービスの内容は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。 

2. 乙は、甲に対し、前条により甲のための指定居宅サービス計画が作成されるまでの間は、甲がその有す

る能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、適切な介護サービスを提

供します。 

3. 乙は、甲の指定居宅サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から 5年間保存します。 
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4. 甲及びその家族、身元保証人又は後見人は、必要がある場合は、乙に対し前項の記録の閲覧及び自費に

よる謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障のない時間に行うこ

ととします。 

第６条（身体的拘束その他の行動制限） 

1. 乙は、甲又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、甲に対し隔

離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行動を制限しません。 

2. 乙が甲に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行動を制限する場合、甲に対し事前

に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明します。また、この場合乙は、事前又は

事後速やかに、甲及びその家族、身元保証人又は後見人に対し、甲に対する行動制限の根拠、内容、見

込まれる期間について十分説明します。 

3. 乙が甲に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行動を制限した場合には、前条第３

項の指定居宅サービスの提供に関する書類に次の事項を記載します。 

① 甲に対する行動制限を決定した者の氏名、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間及び実施された

期間 

② 前項に基づく甲に対する説明の時期及び内容、その際のやりとりの概要 

③ 前項に基づく甲の家族、身元保証人又は後見人に対する説明の時期及び内容、その際のやりとりの

概要 

第７条（協力義務） 

1. 甲は、乙が甲に指定居宅サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりません。 

2. 利用より 1 年毎、又は要介護状態区分に変更があった場合、及び入院等で病状の変化があった  

場合等には診療情報提供書を新たに提出いただきます。 

第８条（苦情対応） 

1. 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した指定居宅サービスについて甲及び

その家族、身元保証人又は後見人から苦情の申し立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行い

ます。 

2. 乙は、甲及びその家族、身元保証人又は後見人が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何ら不利

益な取扱いをすることはありません。 

第９条（医療体制） 

1. 乙は、配置の医師及び看護職員に常に甲の病状、心身の状況等を把握させ、甲及びその家族、身元保証

人又は後見人に適切な指導を行うとともに必要な医療を行います。 

2. 乙は、甲に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに甲の主治医、救急隊、緊急時連絡先

（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 

第 10 条（費 用） 

1. 乙が提供する指定居宅サービスの要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用は、別紙重要事項説明書

に記載したとおりです。 

2. 甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担金を乙に支払い

ます。 

3. 乙は、提供する指定居宅サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサ

ービスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。 

4. 乙は、甲が正当な理由もなく指定居宅サービスの利用をキャンセルした場合は、キャンセルした日時に

応じて、別紙重要事項説明書に記載したキャンセル料の支払いを求めることができます。 

5. 乙は、指定居宅サービスの要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合

は、１カ月前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。 

6. 乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、甲及びその家族、身元保証人又は後見人へ説明し、書

面をもって同意を得るものとします。 
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第 11 条（個人情報保護方針） 

1. 乙及びその職員は、甲及びその家族、身元保証人又は後見人に関する個人情報を適切に取り扱い、保護

を徹底するために、個人情報保護方針を定めています。 

「個人情報」とは、甲及びその家族、身元保証人又は後見人に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいいます。 

◎ 方針 

・乙は、甲等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えま

す。乙が保有する甲等の個人情報に関し、適正かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会

からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係

法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

◎ 個人情報の内容 

・氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況その他一切の甲や家族の個人に関する情報、認定調査票内

容(74 項目及び特記事項）、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知

書）等、その他の情報を指します。 

◎ 個人情報の適切な取得、管理、利用、開示 

・個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知

または公表し、その範囲内で利用します。 

・本契約書への署名により、甲の個人情報の取得・利用・第三者提供については、第 16 条に定める

甲及び利用者代理人の同意を得たものとします。 

また、家族自身の個人情報の取得・利用・第三者提供については、第 17 条に定める身元保証人又

は後見人（家族代表）の署名により同意を得たものとします。 

・個人情報を使用する期間は契約日から契約終了日です。 

◎ 個人情報の安全性確保の措置 

・乙は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程

類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

・個人情報への不正アクセス（問い合わせ）、個人情報の漏洩、滅失または毀損の予防及び是正のた

め、規程を整備し、安全対策に努めます。 

・乙は、個人情報を使用した会議、相手方、内容を記録します。 

◎ 個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除等への対応 

・乙は、甲が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除等の申し出がある場合に

は、速やかに対応します。 

◎ 苦情処理 

・乙は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。 

◎ 甲への指定居宅サービスの提供に必要な利用目的 

・当該事業者の内部での利用 

① 乙が甲等に提供する指定居宅サービス 

② 介護保険事務 

③ 指定居宅サービスの利用にかかる乙の管理運営業務のうち 

・会計、経理 ・事故等の報告 ・当該甲の指定居宅サービスの向上 

・介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 

・他事業者等への情報提供を伴う利用 

① 当該事業所が甲等に提供する指定居宅サービスのうち 

・サービス担当者会議、照会への回答 ・その他の業務委託 
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② 介護保険事務のうち 

・審査支払機関への保険請求の提出 ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険等に係る保険会社への相談または届出等 

2. 上記以外の利用目的 

・法令に基づく場合。 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、甲及びその家族、身元保証

人又は後見人の同意を得ることが困難な場合。 

第 12 条（甲の解除権） 

1. 甲は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、甲は契約終了を希

望する日の 7 日前までに乙に通知するものとします。 

第 13 条（乙の解除権） 

1. 乙は、甲が以下の事項に該当する場合には、14 日以上の予告期間をもって、本契約を解除することがで

きます。 

① 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず､又は 

不実の告知を行い､その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

② 甲によるサービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこ

れが支払われない場合。乙が甲に対して 14 日以内に滞納額を支払うように催告したにもかかわら

ず、支払いがないとき、乙は全額の支払いがあるまでの次回の利用をお断りすることがあります。 

③ 甲の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、乙において十分な介

護を尽くしてもこれを防止できないとき。 

④ 甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて高く、乙において十分な介護を尽

くしてもこれを防止できないとき。 

⑤ 甲が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。 

⑥ 甲及びその家族、身元保証人又は後見人等が、故意又は重大な過失により乙又は施設職員もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけた場合(精神的苦痛を与えるハラスメント行

為、カスタマーハラスメントを含む。)、または、法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為。 

次に掲げる行為、その他社会通念上相当な範囲を超える行為があった場合には、事業所は状況確認、注

意喚起、複数職員での対応、面談又は連絡方法の変更、サービス提供方法の見直し等の措置を講じま

す。なお改善が見られず、職員又は他の利用者の安全確保、又は適切なサービス提供に支障があると判

断される場合には契約の解除、緊急性が高い場合その他必要がある場合には、警察その他関係機関に相

談又は通報することがあります。 

  ① 暴力、暴言、威嚇、脅迫、侮辱、人格否定、差別的言動 

  ② 同じ要求や苦情の執拗な繰返し、長時間の拘束、面会や電話等による過度な対応要求 

  ③ 土下座、過剰な謝罪、職員個人への処分等の要求 

  ④ 介護保険制度、契約又は重要事項説明書に定める範囲を超えるサービス提供の要求 

  ⑤ 職員に対する性的言動、つきまとい、個人情報の詮索 

  ⑥ 職員又は事業所に関する SNS、インターネット等への誹謗中傷、無断撮影、録音・録画の 

強要その他信用を毀損する行為 

第 14 条（契約の終了） 

 次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 

1. 甲が、要介護認定において非該当となったとき。 

2. 第 2 条 1 項及び 2 項により、契約期間満了日の 7 日前までに甲から更新拒絶の申し出があり、かつ契約

期間が満了したとき。 
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3. 甲が第 12 条により契約を解除したとき。 

4. 乙が第 13 条により契約を解除したとき。 

5. 甲について、病院又は診療所に入院する必要が生じたとき、又は介護施設等に入所したとき。 

6. 甲において、指定居宅サービス提供の必要性がなくなったとき。 

7. 甲が死亡したとき。 

第 15 条（事故発生時の対応及び損害賠償） 

1. 乙は、指定居宅サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の家族及び身元保証

人又は後見人に連絡をするとともに、必要な措置を講じます。 

2. 前項において、事故により甲に損害が発生した場合は、乙は速やかに甲の損害を賠償します。ただし、

乙に故意・過失がない場合にはこの限りではありません。 

3. 前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することがで

きます。 

第 16 条（利用者代理人） 

1. 甲は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、又、契約に定める権利の行使と義務の履行

を代理して行わせることができます。 

2. 甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明す

るものとします。 

第 17 条（身元保証人又は後見人） 

1. 乙は甲に対し、身元保証人又は後見人を求めることがあります。ただし甲に身元保証人又は後見人を立

てることができない相当の理由が認められる場合は、この限りではありません。 

2. 身元保証人は、本契約に基づく甲の本施設に対する利用料などの経済的な債務、その他の義務につき、

利用者と連携してその債務を負担するものとします。 

3. 身元保証人又は後見人は次の責任を負います。 

① 甲が他の医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること。 

② 契約終了の場合、乙と連携して甲の状態に見合った適切な受入先の確保に努めること。 

③ 甲が死亡した場合、遺体及び遺留金品の引受けその他必要な措置をとること。 

④ 第 10条に定めるサービス利用料の支払い。 

4. 身元保証人の負担は、極度額 50 万円を限度とします。 

第 18 条（合意管轄） 

1. この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、神戸地方裁判所を管轄裁判所とすること

に合意します。 

第 19 条（協議事項） 

1. この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議により定めます。 
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令和 8 年 6 月 1 日改訂 

『通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション』 

重要事項説明書 

～グリーンリーフ高倉～ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

介護老人保健施設（神戸市指定 第 2850780046 号） 

当事業所はご利用者に対して通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを提供します。事

業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

◇◆重要事項説明書目次◆◇ 

１. 事業者の概要 （９）利用定員 

（１）法人名 （10）通常の送迎実施地域 

（２）法人所在地 （11）営業日 

（３）電話番号(FAX) ３. 職員の配置状況 

（４）代表者名 ４. 提供するサービス内容と利用料金 その他 

（５）設立年月日 （１）介護保険給付対象サービス 

２. 事業所の概要 （２）介護保険給付対象外サービス 

（１）事業所の種類 （３）利用料金のお支払い方法 

（２）事業所の目的 （４）キャンセル料について 

（３）事業所の名称 （５）苦情の受付について 

（４）事業所の所在地 （６）非常災害時の対策 

（５）電話番号(FAX) （７）施設の利用にあたっての留意事項 

（６）事業所長（管理者）名 （８）賠償責任 

（７）当事業所の運営方針 （９）重要事項説明書の改変 

（８）開設（サービス開始）年月日  

 

１．事業者の概要 

（１）法人名         医療法人三友会 

（２）法人所在地       〒651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町 2 丁目 13 番地 

（３）電話番号(FAX)      078-993-1212 (078-993-1222) 

（４）代表者名        理事長 大橋 正伸 

（５）設立年月日       昭和 50 年 4 月 1 日 
 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類      指定介護老人保健施設 

平成 19 年 3 月 1 日指定・神戸市 2850780046 号 

（２）事業所の目的      要支援、要介護と認定された居宅療養されておられる方に対し、介護保険

に従って、居宅における生活障害の除去又は軽減をし、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるため、医学的管理のもと、（介護予

防）通所リハビリテーションの提供を目的とする。 

（３）事業所の名称      介護老人保健施設 グリーンリーフ高倉 

（４）事業所の所在地     〒654-0074 神戸市須磨区高倉町１丁目 6-24 

（５）電話番号(FAX)      078-739-7272 (078-735-7200) 

（６）事業所長(管理者)名    竹内 康人 

（７）当事業所の運営方針       
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1. 地域や家庭の結びつきを重視した事業運営を行い、「（介護予防）通所リハビリテーション」利用

者の有する能力に応じたプログラムを組み、閉じこもりを防止して社会参加の促進と生活の質の

向上を目指すことを目標とした計画を立て運営していくこととする。 

2. 虐待防止・身体拘束等適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につい

て職員に周知徹底を図る。虐待防止・身体拘束等適正化のための指針を整備する。 

職員に対して、虐待防止・身体拘束等適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を

講ずる。 

3. 当施設では利用者が成年後見人制度を利用できるよう支援を行う。 

4. サービス提供中に、当該施設職員又は養護者（現に養護している家族・親族等）による虐待等を

受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市区町村へ通報する。 

5. 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れのある等緊急やむを得ない場合を

除き、原則として利用者に対し身体拘束等を行わない。 

やむを得ず身体拘束等行う場合には、事前に十分な説明のうえ、利用者または家族等に同意を得

るとともに、その対応・時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

する。 

虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選任する。担当者：副施設長 

6. 当施設では職員等の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 

7. 当施設の設備及び備品について、衛生的な管理に努める。 

8. 当施設における感染症等の予防及びまん延防止のための対策を整備する委員会をおおむね 2 ケ月

に 1 回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底する。 

・当施設における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

・職員に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 

・感染症等の予防及びまん延防止に関する担当者を選任する。 担当者：副施設長 

9. 感染症等や非常災害発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務計画に従

って必要な措置を講ずる。 

10. 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

   ・業務継続計画に関する担当者を選任する。担当者：事務部長 

11. 当施設では、事故発生時の規定に事故発生又は再発することを防止するために、事故発生の防止の

ための指針を整備し、事故発生時に当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知 

徹底する体制を整備し、事故発生のための委員会、及び、介護職員その他職員に対する研修を定期

的に行う。 

12. 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健  

医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的  

サービス提供を受けることができるよう努める。 

13. 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が｢すこやか｣で｢個性豊かに｣過ごすことが  

できるようサービス提供に努める。 

14. サービス提供にあたっては、別紙「居宅サービス計画書」に基づいて提供し、懇切丁寧を旨とし、

利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う

とともに利用者の同意を得て実施するよう努める。また、希望があった場合には利用者と同様に、

家族へ連絡し、同様の通知を行う。 

15. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、施設が 

得た利用者の個人情報については、施設での介護サービスの提供に関わる以外の利用は原則的に  

行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその家族、身元保証

人又は後見人の了承を得ることとする。 

（８）開設(サービス開始)年月日 平成 19 年 3 月 1 日 

（９）利用定員         40 名 

（10）通常の送迎実施地域    神戸市 須磨区、長田区南部、垂水区南部 

                ※上記以外の地域は実費相当分の費用を徴収します。 

（11）営業日  

営 業 日 営  業  時  間 

月 ～ 金曜日 9：00  ～ 17：00 

土 曜 日 9：00  ～  17：00 

営業しない日 日曜日、12 月 30 日 ～ 1 月 3 日 
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３．職員の配置状況 
・当事業所では、ご利用者に対して指定居宅サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配

置しています。 

職    種 
職員数 ※指定基準を遵守しています。 

常勤換算 指定基準 

１．事業所長（管理者） 1.0 名以上 1.0 名 

２．介護職員 6.0  名以上 
      4.0 名以上 

３．看護職員  1.0 名以上 

４．支援相談員  1.0  名以上 1.0 名 

５．理学療法士  1.0  名以上 
1.0 名以上 

６．作業療法士  0.5 名以上 

７．管理栄養士  1.0 名以上 1.0 名以上 

８．事務員  1.0  名以上 適当数 

 

職員の職種 勤 務 体 制 休 暇 

施設長(管理者) ※常勤 兼務 08：50～17：30 週休 2 日制 

介 護 職 員 08：50～17：30  週休 2 日制 

看 護 職 員 08：50～17：30 週休 2 日制 

支援相談員 ※常勤 兼務 08：50～17：30 週休 2 日制 

理学療法士・作業療法士 08：50～17：30 週休 2 日制 

管理栄養士 08：50～17：30 週休 2 日制 

事 務 員 08：50～17：30 週休 2 日制 

 

４．当事業所が提供するサービス内容と利用料金その他 

（１） 介護保険給付対象サービス 

種   類 内     容 

入    浴 

・入浴又は清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

・入浴サービスの利用は任意です。 

排    泄 
・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切

な援助を行います。 

機 能 訓 練 

・理学療法士、作業療法士による個別のリハビリ訓練により利用者の状況に適した機

能訓練を行い、身体機能の維持回復に努めます。 

＜当施設の保有するリハビリ器具＞ 

・トーソエクステンション １台・プラットホームマット ４台 

・ニューステップ ２台・ホットマグナー ３台・エルゴメーター １台 

・平行棒直線型 １台・片麻痺用平行棒 １台・歩行練習用階段 1 台 

レクリエーション 
・利用者の生活面での指導・援助を行います。 

・各種レクリエーションを実施します。 

健康チェック ・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

相 談 及 び 援 助 ・利用者とその家族からのご相談に応じます。 

送    迎 
・ご自宅から施設までの送迎を行います。 

・送迎サービスの利用は任意です。 
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（２） 介護保険給付対象外サービス 

種    類 内    容 

食   事  

（おやつ含む） 

【昼 食】 12：00 ～ 13：00 

管理栄養士の立てる献立により、利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

レクリエーション 
・主なレクリエーション行事 

・花見、夏祭り、クリスマス会等、誕生日会  ※参加は任意です。 

オ ム ツ オムツを使用された場合は、実費相当分の費用が必要です。 

リース服 リース服を使用された場合は、実費相当分の費用が必要です。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

    費用は 1 ヶ月毎に計算し、利用月の翌月中旬頃に請求書を発行します。 

口座振替は利用月の翌月 27 日(休日の場合は翌営業日)に引き落とし、入金確認後に領収書を 

発行し、翌月の請求書発行時と同時送付させて頂きます。 

銀行振込をされる方は、月末までにお振込みください。なお、その際の振込手数料は 

利用者様負担となりますのでご了承ください。 

 

（４）キャンセル料について 

    サービスのご利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡を頂いた日時に応じて、キャンセ

ル料を請求させていただきます。利用時間により異なります。 

《1 日利用の場合》 

 

《午後から半日利用の場合》 

 
 

（５）苦情の受付について （不在の場合、サービス担当職員が対応する。） 

・当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

◎ 苦情受付担当者      小野 滋和 

◎ 苦情解決責任者 管理者  竹内 康人 

◎ 受付時間 月曜日から金曜日 9：00 ～ 17：00 

◎ 電話番号 (078)739-7272 

 

口 座 振 替 日 毎月 27 日(休業日は翌営業日) 

自動振替指定口座 全国の金融機関 

自動振替手数料 事業所負担となります 

利用日の前日・当日 10：30 までに 

申し出た場合 
無 料 

利用日当日 10：30以降に申し出た 

場合 

・当日の食事代（昼・おやつ）  実費 

・行事費（材料代）       実費    

利用日の前日・当日 13：00 までに 

申し出た場合 
無 料 

利用日当日 13：00以降に申し出た 

場合 

・当日のおやつ代        実費 

・行事費（材料代）       実費    
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【行政機関その他苦情受付機関】 

 所在地 ：神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

神戸市福祉局 電話番号：(078)322-6242 

監査指導課 施設指導担当 ＦＡＸ ：(078)322-6045 

 受付時間：平日 08：45～12：00・13：00～17：30 

兵庫県国民健康保険団体連合会 所在地 ：神戸市中央区三宮町 1 丁目 9 番 1－1801 号 

介護サービス苦情相談窓口 電話番号：(078)332-5617 

（介護サービスの内容や質に関する ＦＡＸ ：(078)322-5650 

相談や苦情について） 受付時間：平日 08：45～17：15 

養介護施設従事者などによる 電話番号：(078)322-6774 

高齢者虐待通報専用電話 受付時間：平日 08：45～12：00・13：00～17：30 

神戸市消費生活センター 電話番号：(078)371-1221 

(契約全般に関するお問い合わせ) 受付時間：平日 09：00～17：00 

 

（６）非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「グリーンリーフ高倉 消防計画」に則り、対応を行います。 

避難訓練 
 別途定める「グリーンリーフ高倉 消防計画」に則り、年 2 回昼間及び夜間を

想定した通報・消火・避難訓練を、利用者の方も参加して行います。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター あり 

避難階段 2 箇所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 あり 垂直式救助袋 あり 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
須磨消防署への届出日 ： 平成 19 年 1 月 25 日 

防火管理者 ：  小野 滋和 

 

（７）施設の利用にあたっての留意事項 

① サービス利用の際には、介護保険被保険者証と居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票を提

示して下さい。 

②  施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が 

   生じた場合、弁償していただく場合があります。 

③  敷地内は禁煙となっております。喫煙はご遠慮下さい。 

④  他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

⑤  所持金品は、自己の責任で管理して下さい。 

⑥  施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 
 

（８）賠償責任 

・介護保険施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場

合、当施設は、利用者に対して損害を賠償します。 

 
① 保険会社 あいおい損害保険株式会社 

② 照会先   株式会社 A.I.P 

③ 保険内容 介護・社会福祉事業総合保険 
 

（９）重要事項説明書の改変 

  本書面の改変がある場合、利用者及びその家族、身元保証人又は後見人へ説明し、書面をもって同意を

得るものとします。 


